
 

令和６年度 総会議決事項 

          

1 号議案 ２０２３年度 事業報告 

      別紙１のとおり 

2 号議案 ２０２３年度 決算報告並びに監査報告 

      別紙２のとおり 

３号議案 ２０２４年度 活動計画 

      別紙３のとおり 

４号議案 ２０２４年度 収支予算 

      別紙４のとおり 

５号議案 役員変更の件 

      別紙５のとおり 

       文化教養部長が経理部長を相互に兼ねていたので、経理部長を辞任し引き続き経理担当 

として経理業務は継続することとした。 

      ※「町内会規約 第９条 3項 役員は、相互に兼ねることができない」 

       防犯交通部長に変更があった。青少年育成部長が退任した。 

６号議案 規約改正の件 

       規約改正の概要：平成１４年９月１０日に認可地縁団体となり規約制定した。 

      その後、平成２６年４月１９日に改正して以来１０年間改正されていなかった。 

この間に組織の部・会・サークル等の変更があったので「町内会規約」・「規約施行に伴う細則」 

「生きがいの家運営要綱」について改正した。 

７号議案 久村青少年活動推進の会会則破棄の件 

       会則は平成６年４月１日に施行され以来３０年間実態がないままであることから、一旦破棄し今

後青少年育成活動の気運が高まった時点で再度組織の立ち上げを行うこととした。 

８号議案 生きがいの家クラブ発表会の名称変更の件 

      生きがいの家クラブ発表会の名称を「町内会文化祭」とした。 

     名称を変更し多くの方に参加してもらい、楽しんで貰える町内会秋恒例の「文化祭」と 

名称変更した。 

９号議案 広報部の名称変更の件 

        ホームページ作成委員会が立ち上がり活動を始めたことから、それまでの広報部を 

       「IT広報推進部」と名称変更した。 

１０号議案 地域安全あんしん協賛金の一括納付の件 

        連合町内会の「地域安全あんしん活動」の趣旨に賛同し募金方法で集金していたものを 

町内会費から協賛金として一括納付することとした。 

       ※一括納付は、連合町内会（２９町内会）で、一括納付２３町内・個別募金方式６町内 

（久村含む）であった。      

１１号議案 自主防災訓練実施時期変更の件 

        従来行っていた真夏の訓練実施は熱中症のリスクがあるため、涼しくなる１0月下旬とし 

た。 

 

                                            以上 


